
⑩ 人材確保等支援助威金

問い合わせ先 :都道府県労働局又はノ(□―ワーク

離
事業主や事業協同組合等が、魅力ある職場づくりのために、労働環境の向上等の取組により従業員

の職場定着の促進手を図った場合に助成します。

地域雇用開発助成金

罐
雇用情勢が厳しい地域等において、事業所を設モL・ 整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入

れた事業主に助成します。

6.相談憲口控寵朔イ世テイン

よ ろ

問い合わせ先 :(公財)全国中小企業振興機関協会

01 18

⑮ ・総合支援サイ ト「ミ plus」

問い合わせ先 :ミ ラサポ コールセン

各者B違府県労働局の問い合わせ先 :厚生労働省HPホーム>厚生労働省について>所在地案内>

都道府県労働局 (労働基準監督署、公共月説業安定所)所在地一覧 翻

賃上げ促進税制

鰈
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を汚たした上で賃金引上げを行つた場合、

その増加額の一定割合を法人税額 (又は所得税額)から控除できる制度です。

③ 向上計画)

問い合わせ先 :経営力向上計画相談窓口 中小企業庁企画課

窪義舌 :03-3501- 日 9:30～ 12:00、  13 17:00

0 厚生労働省 〇
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者

への支援施策

翻

□ヽ―ワーク問い合わせ先
人材開発支援助成金

②

従業員に対して計画に沿つて訓線を実施した場合や、教育訓練休昭制度等を導入し、その制度を

従業員に適用した場合に、訓練経費や訓練期間中の資金の一部などを助成します。

検素

① 業務改善助虚金
問い合わせ先 :業務改善助成金コールセンター 電話 :0120-366-440

又lよ都道府県労働局雇用環境 。均等部 (室 )

8: 17:15)

魏

111機誰

“

繭略譜 !|

事業場内で最も低い時間給 (事業場内最低資金)を一定額以上引上げ、生産性向上に資する設備投

資等 (機械設備、コンサルティンク
‐
導入や人材育成・教育訓練)を行う中小企業・小規模事業者に、

その設偏投資等に要した費用の一部を助成する制度です。

問い合わせ先 :全国の働き方改革推進支援センター
働き方改革 特設サイ ト

中小企業事業主からの賃金弓I上げに向けた労務管理に関する福談に対して、労務宮埋等の専門家に

よる窓口等での相談、企業への訪問相談を行います。

検索

翻

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といつたいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキヤ

リアアップを促進するため、正社員化、賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主に対して助

成します。

検素

繋

ようず支援拠点

中小企業・小規模事業者等が抱える様々な経営課題に無料で相談対応するワシス トップ窓□とし

て、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。

籐

働き方改革推進支援資金
い合わせ先 :日本政策金融公庫 0120-

て、設備資金や運転資金を低金利で融資します。

企ヽ業・小規倶事業者に対し事業場内で最も低い賃金

検索

靱

下請かけこみ寺

中小企業・」ヽ規模事業者の皆さんが抱える取引

に向けて、相談員や弁護士がアドパイスを行います。

おります。問題解決

辮

ミフサポ plus

中小企業・」ヽ規模事業者の皆さまを対象とした様々な支援施策 (布 U度 )をより「知つてもらう」「使

つてもらう」ことを目指した中小企業・小去見l莫事業者向け補助金・総合支援サイトです。支援制度や

活用事例を簡単に検索でき、電子申請までサポートします。 翻

先端設備等導入計画

「中小企業等経営強化法」に基づき、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資に対して、地方税

法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じることで、設偏投資を行う事業主を支援します。

<税制について>中小企業税制サポートセンター 固定資産税等の軽滅潤談窓El

電蕗 :03と 6281… 9821(耳ヱ日9:30～ 12:00、  13:00～ 17:00)

⑤

イノベーション課)電 話 6

問い合わせ先 :<先端観
‐
備等導入計画の作成等について>

<制度について>中小企業庁 技術

軸

経営力向上計画

に沿つて「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定された事業者は、税

制や金融支援等の措置を受けることができます。

中小企業 る経言力向上に関する取組を支援 します。

検索

(2023.1)



経営強化税制

魏
(③と同

00/。1

す

計画に記載

き まとがで

または取得価額の

るす

Ep時償却

を選択適用

し

た場合しに供

の税額控除O/。
)

向上計画

7

定事業の用て 指し

の法人

て

下円以億1万円超

定の設偏を新規取得等
0003′

るヽ一て

(資本金

さ れ

② 中小企業等経営強fヒ法に墨づく法人子比―   (経営強化税嗣)

問い合わせ先 :中期ヽ企業税制サポートセンター

03‐6281-9821(平日 9:30～ 12:00、 13:00～ 17100

中小企業 生産プロセスの改善等を
行うための設備投資等を支援 します。

問い合わせ先 :く商工会の管轄地域で事業を奮む方>全国商工会連合会

① サービス等生産性向上耳 導入支援事業資箱酌金
問い合わせ先 :サービス等生産性向上 r「 導入支援事業事務局

電記i:0570-666-424

⑫ 事業承継・引盤ぎ楠酌金
問い合わせ先 :事業承継・引継ぎ4蔵助金事務局
(経営革新事業)1 050-3615‐ 9053

事業/廃業 。再チャレンジ事業)1050-3615‐9043

つ

URLをご参照ください。httpsi〃― w,shokokai o「 jpヵ乾Okuka_rih/
営む方> 電調ξ:03-6747-4602 4・ 資金孝果りに関する支援

5。 そ咄 雇用 (天材育成)に関する支援
!

建設事業主等に対する助成金

饉
中小建設事業主等が建設労働者の雇用の改善、技能の向上等の取組を行う場合に、助成金 (「人材開

発支援助成金」、「人材確保等支援助成金」、「トライアル雇用助成金」)を支給します。

⑮ 下講猶r取引等の推進のためのガイドライン
問い合わせ先 :中小企業庁取引課 電話 :03-3501-1669

翻

3.下請取引の改善・新たな取引先の関拓に関する支援

親事業者と下請事業者との望ましい取引関係を構築するために、業種別の下諸適正取引等の推進の
ためのカイドライン (下請ガイ トライン)を策定しています。

靱

事業再嬌築摘勤金問い合わせ先 :事業再構築補助金事務局コールセンター
受付時間 :9:00～ 18:00(日祝日を除く)

03-4216-4080<IPル>0570-012-088<ナ

,業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通した規模の拡大等
意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

トコウイズコロナ・

業

に
思い切った事業再構築

事

問い合わせ先 : <「宣言」の内容について> 中小企業庁企画課
パートナーシップ構築宣言 様

電話 :03-5541‐ 6688掲載について><

る受注者側への「取引条件のしわ喬せ」防止を促し、下請取弓1の適正化を後押ししています。また、
宣言した企業の取組を「見える化」するため、「宣言」をポータヅレサイトに掲載しています。 報

下請中小企業振興法における ることで、発注者摂llに よを遵守することを明記

問い合わせ先 :ものづくり補助金事務局サポートセンター
ものづくり補助金

・商業・サービス生産性向上促進補助金③ ものづくり

00)050-3880-4053(≦ 平自 lo:oo～ 17:

官公需基本方針
3501-1669

」4

中」

く

し

」において 契約
金額の見直しについて定めています。

4年度中B

鶉

官公需ボータルサイ ト
3501-1669合ヽわせ先

―ムページ上で提供している入札情報を自動巡回システムにより収集
し、入札情報を一括して検素 ,入手できる「官公需情報ポータルサイ ト」を運営しています。

国等及び地方公共団体がホ

検 索

(商二会地区)  (商 工会議所地区)

麟  翻

小規模事業者が経営計画を作成し
の取組を支援します。

その計画に沿つて行う販路開拓等

持続化補助金 検索

翻

セーフティネット貸付

問い合わせ先 :日本政策金融公庫 (日本公庫) 電話 :0120‐ 154-505
ツ

電話 :098-941‐ 1795

者の皆様は融資を受けることができます。
小規模事業る一時的 しているが、中長期的には回復が

に資する ITツ ープ実現するため、
支援します。

空

「
「導入補助金

① Jヽ
―

業者経営改善資金融資制度 (マル経融資 )

問い合わせ先 :事業所の所在する地区の商工会 。商工会議所
日本政策金融公庫 (沖縄振興開発金融公庫)の本支店

(日 裔) (公庫)

靱 揺

小規1異事業者に対して、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低金利で融資します。

事業承経・引継ぎ補助金

鰯
事業承イL・ 引継ぎを契機とした前向

費用、事業引継ぎ時の専門家活用費用

きな投資を促すため、設備投資や販路開拓等の経営革新に係る
、事業承継・引継ぎに伴う房業費用等を支援します。


